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各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

問合先内　容ところと　き名　称
指導室指導係
（☎０４２−３８７−９８７７）

いじめ防止条例の策定に
ついて

前原暫定集会施設１
階前原暫定会議室

８月２日（金）
１４：００〜

いじめ防止条例検討委
員会

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）

文化財保護事業について
ほか

市役所第二庁舎８階
８０１会議室

８月７日（水）
１０：００〜文化財保護審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

第５次基本構想・前期基
本計画の策定について

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月７日（水）
１９：００〜長期計画審議会

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）介護保険事業等について商工会館２階大会議

室
８月８日（木）
１４：００〜介護保険運営協議会

自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

児童発達支援センター
「きらり」の業務内容等
について

本町暫定庁舎１階第
一会議室

８月２０日（火）
１０：００〜

児童発達支援センター
運営協議会

自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）障がい者の施策について市役所第二庁舎８階

８０１会議室
８月２０日（火）
１７：００〜地域自立支援協議会

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３８７−９８７９）

社会教育活動について　
ほか

市役所第二庁舎８階
８０１会議室

８月２６日（月）
９：３０〜社会教育委員の会議

環境政策課緑と公園係
（☎０４２−３８７−９８６０）

令和元年度保全緑地の指
定（案）について

市役所本庁舎３階第
一会議室

８月２７日（火）
１０：００〜緑地保全対策審議会

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
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　市では、空き家の有効活用、適正管理、空き家の発生の未然防
止等を推進するため、不動産、建築、法律等の関係１０団体と、平
成２８・３０年度に同協定を締結しています。６月２７日に、新たに東
京建築士会多摩ブロック南部支部と同協定を締結しました。
　この協定の締結により、現在市内に空き家を所有される方々に
向けて、専門家等による無料相談窓口体制の充実を図ってまいり
ます。相談ご希望の方は、お問い合わせください。
 まちづくり推進課住宅係（☎０４２−３８７−９８６１）問

小金井市における空き家の
有効活用、適正管理等の
推進に関する協定を締結【長期総合計画とは】

　これからの小金井市をどのようにつくっていくのか、まちづく
りの指針となるものです。「基本構想（将来像や政策）」「基本
計画（施策）」「実施計画」の３つで構成されています。
　現在は、この基本構想と基本計画の策定に取り組んでいます。
【今後の策定スケジュール】
　市民の方の声を聴く市民参加の機会もあります。詳しくは、今後このコーナー
でお知らせしていきます。
 

【長期計画審議会の開催】
　長期計画審議会は毎月開催しています。詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

−◇共　通◇−
 企画政策課企画政策係（☎０４２−３８７−９８００）

備考日程（予定）内容名称

傍聴可６月〜令和２年６
月

有識者や市民で構成される附属機関。基本構
想・基本計画を調査・審議します長期計画審議会

当日参加可
１１月または１２月基本構想・基本計画案について、皆さんに内

容を説明し、広く意見を聴きます（仮称）市民懇談会
令和２年５月

意見提出可令和２年５月基本構想・基本計画案について、広く皆さん
からメールや郵便で意見を聴きますパブリックコメント

意見提出可令和２年５月基本構想・基本計画案について、市施設等に
訪れる皆さんから意見を聴きます出前ヒアリング

傍聴可令和２年９月以降基本構想について、市議会で議決します市議会

問

基本構想基本構想

基本計画基本計画

実施計画実施計画
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ちょうけいちょうけちょうけいい


